
長

崎

時

代

の
中

江

兆

民

富

田

仁

ー

そ

の
フ
ラ
ソ
ス
語
学
習

の
周
辺
ー

兆
民

・
中
江
篤
介

の
伝

記
的
事
歴
に
は
不
明
な
部

分
が
多

い
。
慶
応

元
年
、

土
佐
藩
留
学
生
と
し
て
長
崎

に
赴
き
、
初

め
て
フ
ラ

ソ
ス
語

を
修

め
た
経
緯

に

し

て
も
十
分

に
知
ら
れ
て

い
な

い
。
平
井
義
十
郎
と

い
う
人
物

に

つ
い
て
フ
ラ

ソ
ス
語
を
学

ん
だ
と
云
わ
れ
て

い
る
が
、
そ

の
人
物

に

つ
い
て
も

い
ま
で
は
ほ

と

ん
ど
忘
れ
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

今
夏
、
長
崎

に
兆
民

の
フ
ラ
ソ
ス
語
学
習

の
過
程
を
調

べ
に
行
く

に
先
だ

っ

て
、
平
井
義
十
郎

の
墓
を
東
京
麻
布

の
光
林
寺

に
詣
で
、
そ

の
墓
碑
を
文
面

か

ら
そ

の
略
歴
を
知

っ
た
。

辨
理
公
使
正
四
位
勲
三
等
平
井
君
墓
誌
銘

樞
密
顧
問
官
從
二
位
勲

一
等
伯
爵
副
島
種
臣
篆
額

錦
難
問
柢
侯
正
四
位
勲
三
等

何
禮
之
撰
并
書

明
治
廿
九
年
二
月
十
二
日
辨
理
公
使
平
井
君
卒
於
官
其
友
何
禮
之
哭
之
日
鳴
呼

生
同
郷
家
同
職
同
窓
/
肆
業
同
日
釋
褐
以
至
宦
途
履
歴
超
家
立
身
之
概
未
曾
有

君
與
予
之
始
終
如

一
者
也
况
親
係
通
家
方
其
/
易
簀
而
受
身
後
之
托
負
幽
之
文

義
不
當
辭
按
状
君
諱
希
昌
號
東
泉
實
森
氏
永
年
君
之

一
子
以
天
保
一
/
年
正
月

二
十
七
日
生
子
長
崎
興
善
街
幼
出
繼
平
井
氏
安
政
三
年
襲
家
職
補
稽
古
通
事
時

平井義十郎墓碑(光 林寺)

 

又
舶
旁
午
需
/
材
孔
亟
官
命
譯
家
英
俊
子
弟
兼
習
英
語
君
與
予
倶
在
選
中
不
屑

就
佗
業
師
受
敏
專
依
五
車
韵
府
等
漢
/
英
譯
書
講
究
攻
習
其
間
勤
苦
不
可
名
状

業
成
文
久
三
年
擢
長
崎
鎮
尹
禄
屬
爲
記
室
班
幕
府
士
籍
盖
異
/
數
也
専
預
外
交

機
密
兼
管
洋
語
學
校
及
海
關
税
務
明
治
二
年
任
長
崎
少
參
事
歴
民
部
土
木
司
權

正
累
/
遷
外
務
文
書
司
權
正
大
少
記
大
小
丞
六
年
官
全
權
大
使
書
記
官
出
使
北

京
明
年
宣
臺
灣
蕃
地
事
務
局
/
出
仕
事
平
均
蒙
奘
賞
九
年
内
閣
置
賞
動
局
君
以

選
爲
主
事
轉
秘
書
官
書
記
官
時
仍
草
創
規
畫
施
設

一
/
頼
于
君
在
任
幾
二
十
年

一g一



功
勞
懋
著
露
佛
伊
諸
大
國
曁
波
斯
暹
羅
布
哇
等
列
邦
君
主
各
膾
以
勲
章
二
十
/

六
年
辭
免
尋
任
辨
理
公
使
二
十
九
年
二
月
病
篤
特
旨
叙
正
四
位
卒
年
五
十
有
八

君
性
端
謹
勤
于
職
事
/
當
有
所
爲
必
審
慮
而
後
行
不
求
苟
成
穆
其
容
而
約
其
身

無
聲
色
貨
利
之
好
唯
奉
母
氏
撫
兒
女
爲
樂
乎
/
日
躬
綜
家
政
事
旡
巨
細
莫
不
經

其
意
捐
館
之
前
親
裁
遺
書
將
資
産
分
配
妻
子
及
親
属
豐
嗇
各
視
親
疏
/
爲
等
其

逋
債
父
券
旡
力
償
還
者
擧
付

一
炬
咸
感
其
惠
焉
原
配
平
井
氏
先
君
卒
生
二
女
長

孝
子
印
嗣
子
/
昌
雄
室
前
年
亡
次
秀
子
適
黒
屋
其
繼
配
鈴
木
氏
生

一
男

一
女
男

日
寅
雄
遺
命
別
立

一
家
女
日
駒
子
尚
/
幼
在
家
葬
於
麻
布
古
河
光
林
禪
寺
之
瑩

域
銘
日

古
溪
三
水

其
流
湯
々

乃
ト
其
吉

厚
葬
深
藏

人
雖
云
逝

其
徳
孔
彰

碣
而
銘
之

永
誌
弗
忘

平
井
義
十
郎

は
、
天
保
十
年

(
一
八

三
九
)

}
月

二
十
七

日
、
長
崎

の
唐
通

①

事

・
平
井
作

一
郎
を
父
と

し
て
生
ま
れ

た
。
平
井
家

は
代

々
唐
通
事

の
家
で
、

義
十
郎
も
嘉
永

五
年
八
月

二
十

三
日
、
無
給

の
稽
古
通
事
見
習
を
皮
切
り

に
唐

通
事

の
道

を
歩

み
、
安
政

三
年

三
月
十
七

日
、
父
親

の
跡
目
相
続

に
よ
り
稽
古

通
事

に
昇
進

し
た
。

周
知

の
よ
う
に
、

こ
の
時
期

に
な
る
と
、

国
際
都
市

の
長
崎

で
は
、
従
来

の

オ
ラ

ソ
ダ
語
や
中
国
語
だ
け

で
は
間

に
合
わ

な
く

な

っ
て
き

た
の
で
、
唐
通
事

の
な
か
に
は
鄭
幹
輔

の
よ
う
に
み
ず

か
ら
英
語
を
学
ぶ
者
も
現
れ
て
き
た
。
幕

府
も

ま
た
唐
通
事

に
英
語

の
学
習

を
命

じ
、

イ
ギ
リ
ス
船
乗
組
員

で
新
地
前

の

英

人
止
宿

所
に
滞
在
中

の
中

国
人

に
つ
い
て
游
龍
彦

三
郎
、
彭
城
大
次
郎
、
太

田
源
三
郎
、
何
禮
之
助
、
平
井
義
十
郎

の
五
名

に
英
語
を
修

め
さ

せ
た
。
義
十

郎

は
こ

の
頃

か
ら
次
第

に
登

用
さ

れ
る
よ
う

に
な
り
、
文
久

三
年
七
月

に
は
長

崎
奉
行

支
配
定
役
格

に
任
用
さ
れ

た
。
や
が

て
製
鐵
所
係
、
運
上
所
係
、
濟
美

館
詰
な
ど
を
兼
務

し
、
慶
応

三
年
六
月

に
は
長
崎
奉
行
支
配
調
役
並
格

に
任
命

さ
れ
、
義
十
郎

は
通
辨
御
用
頭
職

に
進
む
。

こ
の
間
、
長
崎
奉
行
所

の
役
人
と

し
て
外
国
人
と

の
折
衝
、
往
復
文
書

の
作
成
と
翻
訳

に
携
わ
り
、
幕
末
外
交

の

一
翼

を
担

っ
た
が
、
慶
応

四
年

一
月
、
長
崎
奉
行
河
津
伊
豆
守
が
急

に
江
戸

に

戻

る
や
、
長
崎

に
お
け

る
外
交

は
義
十
郎
が
そ

の
衝

に
当

っ
た
。

さ

て
、
中
江
兆
民
が
義
十
郎

に
師
事
し

た
の
は
義
十
郎

の
濟
美
館
時
代

の
こ

と
と

み
ら
れ

る
。
濟
美
館

の
起
り

は
安
政

五
年
七
月
創
設

の
英
語
傳
習
所
で
あ

②
る
。
当
時

の
長
崎
奉
行
支
配
組
頭
で
あ

っ
た
永
持
亨
次

郎
が
発
議

し
て
そ

の
役

宅
で
あ

っ
た
岩
原
屋
敷
内

に
教
場
を
設
け
、
蘭
通
事

の
檎
林
榮

左
衛
門

と
西
吉

十
郎
両
名
を
教
頭

に
、
オ
ラ

ソ
ダ
人
と
イ
ギ
リ

ス
人

の
教
師
で
開
校

を
み
た
。

こ
の
英
語
傳
習
所

は
本
邦
英
語
教
育

の
最
初

の
公
式
機
関

で
あ

っ
た
。

四
年
後

の
文
久

二
年
、
英
語
傳
習

所
は
片
淵
郷
組
屋
敷
内

の
乃
武
館

に
移
さ

れ
、
英
語
所
と
改
称
し
、
中
山
右
門
太
が
頭
取

と
な

っ
た
。
文

久
三
年

七
月
、

英
語
所
は
立
山
奉
行
所

の
東

長
屋
に
移
転

し
、
何
禮
之
助

と
平
井
義

十
郎
が
学

頭

に
任
命
さ
れ
た
が
、
同
年
十

二
月
、
さ
ら
に
江
戸

町
に
移

っ
て
洋
學
所
と
名

称
を
改

め
た
。
翌
元
治
元
年

一
月
、
大
村
町
に
語
學
所

を
設

立
し
、
英
語

の
み

な
ら
ず

フ
ラ

ソ
ス
語
、

ロ
シ
ア
語

の
伝

習
を
行
な

っ
た
が

、
語
學
所
落
成

ま
で

は
江
戸
町

の
仮
語
學
所

に
語
学
熱
心
な
者

は
誰
で
も

入
学

さ
せ
た
。

こ

の
仮
語
學
所
は
、
慶

応
元
年

八
月
、
新

町
の
元
長
州
屋
敷
跡

に
移
転

し
て

濟

美
館
と
名
称
を
改

め
た
。
従
来

、
運

上
所
が
洋
書

の
取
締

り
の
任

に
あ

た

っ

て

い
た
も

の
を
そ
れ
以
後

は
濟
美

館
が

こ
れ
を
引

き
受
け

、
た
ん
に
外

国
語
だ

け
で
な
く
、
地
理
、
数
学
、
物

理
、
経
済

な
ど

の
諸
学
科

を
教
授

し
た
。

古
賀
十

二
郎
氏
は
、
濟
美
館

の
教
授

ス
タ

ッ
フ
の
顔

ぶ
れ
に

つ
い
て
、

「
英
語
は
、
フ

ル
ベ
ッ
キ
、
何

礼
之
助
、
平
井
義

十
郎

、
横

山
又
之
亟
、
柴

田
大
介
、
柳
屋
謙
太
郎
、
岡
田
誠

一
、
後
ち
好
樹
、
玉
名
純

之
助

、
島

田
種
次
郎

._._9



胤
則
、
西

三
保
太
郎
、
藤
岡
雄
之
助
、
松
尾
孝
太
郎
、
伊
寅
太
郎

な
ど
が
教

へ
、

仏
語

は
、
切
臼
昌
。。
置

℃
o
肆
」8
昌
羅
馬
公
教
会
の
神
父
に
し
て
、
司
教
と
な
る
。

名

村

泰

蔵

な
ど
が
、
そ

の
教
授

に
あ

た
り
、
そ
れ

か
ら
、

フ
ル
ベ

ッ
キ
氏

は
、
独
逸
語

③

を
も
亦
教

へ
た
」
と
述

べ
て
い
る
。

平
井
義

十
郎

は
、

こ
れ

に
よ
る
と
英
語

の
教
師

で
あ
り
、

フ
ラ

ソ
ス
語

を
教

え

て

い
な

い
よ
う
で
あ
る
。
だ
が

、
幸
徳
秋

水
は

「
兆
民
先
生

」
に
お
い
て
、

「
先
生
十
七
八
歳
始

め
て
洋
學

に
志
し
、
萩

原
三
圭
先
生

、
細

川
潤
次
郎
先
生

オ
ラ
ソ
グ

に
就

て
和
蘭

の
書
を
學
び

、
慶

應
元
年

十
九
歳

に
し
て
、
高

知
藩
留
學
生
と

な

あ
そ

フ
ラ

ソ
ス

を
さ

り
、
長
崎

に
游
び
、
平
井
義

十
郎

先
生

に
就

て
、
始

め
て
佛
蘭

西
學

を
脩

め
た

④
り
」
と
記
し
て

い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て

の
こ
と
と
考
え

ら
れ
る
が
、
桑
原

武

夫
氏
も

「
慶
応
元
年
、
兆
民
は
そ

の
学
才
を
認

め
た
細
川

の
推

薦
で
、
英
学
修

学

の
た

め
に
、
藩

の
留
学
生
と
し
て
長
崎

に
お
く

ら
れ
た
。
彼

は
こ
こ
で
は
じ

め
て
平
井
義
十
郎

に
つ
い
て

フ
ラ
ソ
ス
語
を
学
ん
だ
」
と
、

『
中
江

兆
民
の
研

究
』

で
述

べ
て
い
る
。

『
明
治
文
學
全
集

13

中
江
兆
民
集
』
所
収

の
松
永

昌

三
編

「
年
譜
」

の
慶
応
元
年

の
項
で
も
や
は
り
、

「
長
崎

で
は
、
平
井
義

十
郎

に
就
き

フ
ラ
ソ
ス
學
を
學
ぶ
」
と
記
述
さ
れ
て

い
る
。

平
井
義
十
郎

に
つ
い
て

『
長
崎
縣
人
物
傳
』
は
、

「
通
稱
義
十
郎
後
希

昌
と

改
む
東
泉

は
其

の
號
な
り
、
天
保
十
年
正
月

二
十
七
日
を
以
て
生
る
、
人
と
爲

り
謹
嚴
、
嗜
僻
な

し
性
至
常

に
奉
養
を
怠
ら
ず
、
支
那
語

に
精
通
し
果
て
英
語

⑤

に
巧

に
し
て
佛
語
を
解
す
」
と
伝
え

て
い
る
。

『
長
崎
史
蹟
人
物
誌

』

の

「
平

井
希
昌
」

の
項

は
、

「
通
稱
義
十
郎
東
泉
と
號
す
、
支
那
語
英
佛
語
に
精
通
し

維
新
前
徳
川
幕
府
が
英
佛
語

の
普
及
を
計
り
子
弟
を
養

ふ
や
希
昌
等
其

の
教
師

⑥

と

な
り
」
と
記

し
て
い
る
。

義

十
郎
が
唐
通
事
と

し
て
中

国
語

に
巧

み
で
あ
り
、
幕
命

で
英
語
を
兼
修
し

て
い
た
こ
と

は
文
献
的

に
も

は

っ
き
り

し
て
い
る
が
、

フ
ラ
ソ
ス
語

の
学
習
過

程

は
ま

っ
た
く
伝
え
ら
れ

て
い
な

い
。
具
体
的

に
は
兆
民
が
義
十
郎

に
フ
ラ
ン

ス
語

を
師
事

し
た
と

い
う

こ
と
を
あ
き
ら

か
に
す

る
資
料

は
見
当
ら
な

い
。
義

十
郎
が
ど
れ

ほ
ど

フ
ラ

ソ
ス
語

の
知
識
を
持

ち
、
ど

の
よ
う

に
兆
民

に
フ
ラ

ン

ス
語

を
教
え

た
の
か
と

い
う
点
が

よ
く
わ

か
ら

な
い
。

ほ
と

ん
ど
す

べ
て
の
兆

民
研
究
が

長
崎

で
フ
ラ

ン
ス
語

を
義

十
郎

に
学

ん
だ
と

し
て
、

こ
れ
を
深
く
突

っ
こ
ん
で
検

討
し
て

い
な

い
。
わ
ず

か
に
松
本
清
張
氏

の

『
火

の
虚
舟
』

で
、

「
中
江
篤
介

は
土
佐
藩

の
留
学
生
と

し
て
こ
の
済
美
館
、

の
ち
の
広
運
館

に
通

っ
て

い
た
。
あ
る

い
は
、
平
井
義

十
郎
と

い
う
学
頭

の
名

を
思

い
出

し
て
話

し

た

の
で
、
幸
徳
が
取
違
え

て
平
井

に
つ
い
て
彼
が
仏
学
を
習

っ
た
よ
う

に
書

い

⑦

た

の
で
は
な

い
か
と
も
思
わ

れ
ま
す
」
と

こ
の
問
題

に
別

な
解
釈
を

み
せ
て
い

る
。
も

っ
と
も
、
松
本

氏
に
も
重
要

な
誤
認
が
あ

る
よ
う
だ
。
兆
民

は
濟
美
館

を
改
称

し
て
明
治

元
年

四
月
開
校

し
た
廣
運
館

に
入
ら
ず
、
そ
れ
以
前

の
慶
応

三
年

に
は
江
戸

に
出
て
い
る
。
ま
た
、
平
井
義

十
郎
が
頭
取
と

な

っ
た
の
は
濟

美
館

で
は
な
く

て
廣
運
館

で
の
こ
と

で
あ

っ
た
。

兆
民

の
長
崎
滞

在
期

間

(慶

応
元
年

十
月
～

同
三
年

〔月
日
不
明
〕
)

か
ら
考

え
る
と
、
兆
民
は
濟

美
館
で
フ
ラ

ン
ス
語

を
修

め
た
よ
う
で
あ
る
。
前
掲

の
引

用
文
か
ら
み
る
と
、
そ

こ
に
は
フ
ラ

ソ
ス
人
教
師
プ
チ
ジ

ャ
ソ
神

父

の
ほ
か
に

日
本
人
教
師
に
名

村
泰
藏
が

い
た
よ
う
で
あ
り
、
当

然
、

こ

の
人
物

に
つ
い
て

師
事
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と

い
う
も

の
で
あ
る
。

⑧

名
村
泰
藏
は
天
保
十

一
年

十

一
月

一
日
に
長
崎

に
生
ま
れ
た
。
姓
は
北
村
、

幼
名
を
元
健
、
長
じ
て
元
四
郎
と
改

め
、
や
が
て
蘭
通
事

の
名
村
家
を
継
ぎ
、

オ
ラ
ソ
ダ
語
を
学

ん
だ

の
ち
、
英
語
、
さ
ら

に
ド
イ
ツ
語
と
フ
ラ

ソ
ス
語
を
修

め
、
語
学

の
才
能
ゆ
え

に
広
く
知
ら
れ

た
。
慶
応
三
年
、
徳
川
民
部
昭
武

の
パ

リ
万
国
博
覧
会
参
列

に
随

い
渡
仏
後
、
泰
藏
は
佛
學

局
助
教

(
明
治

二
年

)
、

司
法
卿
江
藤
新
平

の
理
事
官

(
同
五
年
)
、
江
藤

に
随

行
、
訪
欧
、
特
命

全
権
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辨
理
大
臣
大
久
保
利
通

の
清
国
派
遣
に
随
行

(
同
六
年

十

一
月

)
、
翻

譯
課

長

(同
八
年
)
、
別
局
刑
法
草
案
取
調
委
員

(
同
年
九
月
)
、
治
罪
法
草
案
委
員

(
同
十

二
年
十
月
)
、
大
政
官
少
書
記
官

(
同
十
三
年

三
月
)
、
司
法
權
大
書

記
官

(
同
十
四
年
十
月
)
、
海
上
裁
判
所
取
調
委
員
、
參
事
院
員

外

議

官

補

(
同
年
十

一
月
)
、
司
法
大
書
記
官

、
内
閣
委

員

(
同
十
五
年

十

二
月

)
、
大

審
院
檢
事

長

(
同
十
九
年

一
月
)
、
大
審
院

長
心
得

(
同
二
十

五
年

八
月
)
、

貴
族
院
議

員

(
同

二
十
七
年

一
月

)
を
歴
任

し
た
。

泰

藏
は
明
治
初
年
法
律
取
調

の
任
務

を
帯
び

て
フ
ラ

ン
ス
に
赴

い
た
と
き

ボ

ア

ソ
ナ
ー
ド
を
識
り
、
政
府

の
顧

問
と
し
て
傭

入
れ
、
刑
法
治
罪
法

の
編
纂

を

大
成
さ
せ
た
が

、
フ
ラ

ソ
ス
法
律

の
移

入
に
大
き
く

尽
し
た
。
官
界

を
退

い
た

の
ち
株
式
会
社
東
京
築

地
活
版
製
造
所
社
長

に
就
任

し
て
実
業
界

に
活
躍

し
た

が
、

明
治

四
十
年
九
月
六

日
病
歿

し
、
小
石
川
傳
通
院

に
葬
ら
れ

た
。

泰
藏

の
経
歴

か
ら
そ

の
フ
ラ

ソ
ス
語

の
知
識
が
相
当

の
も

の
で
あ

っ
た
こ
と

は
推
測
さ
れ
、

フ
ラ
ン
ス
語

の
教
師
と

し
て
は
平
井
義
十
郎

よ
り
も
泰
藏

の
方

が
適
任

で
あ

っ
た
よ
う

に
考
え
ら
れ

る
。

し
た
が

っ
て
、
兆
民

の
師
事

し
た
人

物
と

し
て
泰
藏

の
存
在
が
大
き
く
ク

ロ
ー
ズ

・
ア

ッ
プ
さ
れ
て
く

る
。
だ
が
、

そ

の
極

め
手
と

な
る
よ
う

な
証
拠
資
料

は
な

に
も
な

い
。

酷
暑

の
長
崎

で
き
わ

め
て
偶
然

な
機
会

か
ら
、
皓
臺
寺

に
あ

る
山
本
松
次
郎

の
墓

を
詣

で
た
。
そ

の
墓

の
入

口
に

"
フ
ラ
ソ
ス
學

の
開
拓
者
"
と

い
う
標
柱

が
あ

っ
た
。
寺
務
所

で
調
査

し
、
山
本
家

の
遺
族

の
住
所
を
知
り
、
早
速
連
絡

を
と

っ
て
、
そ

の
夜
、
立
山

町
に
住
む
山
本
晴
幸
氏

(
松
次
郎
直
系

の
令
孫
)

宅

を
訪
れ

た
。
氏

の
岳
父

・
宮
崎
懷
英
氏

(
立
山
大
神
宮

々
司
)

も

同

席

さ

れ
、
松
次
郎

に
つ
い
て
多
く

の
ご
教
示
を
頂

い
た
。
な
お
、
宮
崎

氏

は

後

日

「
山
本
松
次
郎
」

の

一
文
を
ま
と

め
ら
れ

て
い
る
。

『
長
崎
縣
人
物
傳
』

で
松
次
郎

の
人
物
を
見
よ
う
。

「
山
本
睛
海

の
五
子
な
り
、
諱

は
良
木
、
又

は
睛

茂

後

貞

幹
、
霞

松
、
鶴

湊
、
藍
水
譯
史
、
大
州
後
學

、
觀
瀾
舎
、
等

の
號

あ
り
後

晩
翠
と
號
す

、
松

次

郎

は
通
稱
な
り
、
弘
化

二
年
正
月
十
五
日
を
以
て
生

る
、
幼

に
し
て
父
睛
海

に

就
き
經
書
諸
子
百

家

の
書
籍

を
學
び
博
く

古
今
東

西

の
書
籍

に
渉
る
、
萬

延
元

年
よ
り
大
村
藩
醫
村
瀬

杏
庵
、
長
與
專

齋
、
廣

島
藩

醫
、
三
刀
玄
寛

、
備
中

足

守
藩
醫
緒
方

郁
藏

及
び
小
島
醫
學
校
雇
教
師

ボ
ー
ド
イ

ン
に
從
ひ
て
蘭
學

及
び

醫
術
を
習
ひ
、
慶
應

元
年
後
新

町
濟
美
館
教
師

・ヘ
チ
ジ

ャ
ン
、
フ

ィ
ゲ
ー
、

平

井
希

昌
、
志
筑
龍

三
郎
、
長
崎

縣
雇
教
師
フ

ル
ベ

ッ
キ
、
ヂ

ュ
リ
i
等

に
就

き

佛
語
を
専
修
し
て
得
る
所
尠

か
ら
ず

。

慶

應
三
年
濟
美
館
教
授
助
に
任
じ
明
治

二
年

長
崎

府
廣
運
館
佛
語

訓
導
と

な

り
大
句
讀

に
進
み
同
四
年

十

二
月

に
至
る

(西
園
寺
公
望
侯
、
井
上
哲
次
郎
博

士
亘
智
部
忠
承
博
士
等
在
學
せ
り
)
明
治

三

年
外
務

省
出
仕

を
命
ぜ

ら
る
母
の
喪

に
依

り
て
辭
す
後

日
見
村
里

正
と

な
り
、

裁
判

所
譯
官

と
な
り
、

以
文
會

瓧
新
聞
編
緝
と

な
り
、

脩
立
沚
産
業
雜
誌
編
緝

長
と
な
り
十

冖
年

十
月
上
京
平
井
希
昌

の
囑

に
よ
り
政
府

の
爲

に
佛
蘭
西
書

を

譯
せ
し
が
病

に
よ
り
て
歸
郷

し
終

に
長
崎
縣
師
範
學
校

一
等
助
教
諭

た
り
し
が

明
治

十
九
年
辭
職

し
て
後

又
仕

へ
ず
、
明
治
十
六
年
樂
山
堂

(私
塾
)

を
紺
屋

町
に
起

し
子
弟

を
教
え
傍

ら
東
山
學
院
、
羅
甸
學
校

に
漢
籍

を
教
授
す
、
塾
生

に
し
て
前
後

從
學
す

る
も

の
數
百

人
明
治

三
十
五
年
十

一
月

四
日
卒
然
と

し
て

⑨

逝
く
年

五
十
八
。
」

山
本
松
次
郎

は
日
独
辞
書

『
袖
珍
孛
學
語
譯
嚢
』

(
明
治

五
年
)

の
ほ
か

四

巻

の

『
和
佛
譯
嚢

』
な
ど

の
辞
書

の
編
纂
や

『
佛
學
逢
源
」
な
ど

の
著
作
を
残

し
て
い
る
よ
う
に
、
長
崎

に
お
い
て
佛
蘭
西
學

の
普
及

に
貢
献

し
た
。

前
掲

の
引
用
文

に
も
あ

る
よ
う

に
、
松
次
郎

は
濟
美
館

で
フ
ラ
ソ
ス
語
を
修

め
た
が

、
そ

の
教
師
陣

の
ひ
と
り

に
平
井
希
昌

(
義
十
郎
)
が

い
た
こ
と

に
注

目
し
た
い
。
宮
崎
氏

に
よ
る
と
、
松
次
郎

は
濟
美
館
開
設
と
同
時

に
フ
ラ
ソ
ス
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語
学
習

の
た
め
に
、
従
来

の
蘭
学

と
医
学

を
捨

て
て
そ
こ
に
通

い
、
慶

応
三
年

ま

で
プ

チ
ジ

ャ
ソ
神
父

と
フ

ィ
ゲ
ー

の
二
人
の
フ
ラ

ソ
ス
人
と

フ
ラ

ソ
ス
語
教

長

の
平
井
希
昌
、
教
師

の
志
筑
龍
三
郎

に
師
事
し
、

、.害
国
↓
国
O
O
国

団
諺
寓
同い

一助
閑
国
㌦
.
、.○
勾
諺
嵐
冒
と

幻
国

国
ピ
国
竃
国
Z
↓
諺
売

国
鰯、、
を
学
び
、

ノ

エ
ル

・
シ

ャ
プ

サ

ル
共
著

の

『
フ
ラ

ソ
ス
新
文
典

』

『
近
世

地
理
小
程
』

『
化
學
告
示
』

⑩

な
ど

を
教
科
書

に
フ
ラ

ソ
ス
語

を
学
習

し
た
と

い
う
。
松
次
郎

は
濟
美
館

で
の

学
修

の
あ
と
、
慶
応

三
年
七
月

に
は
そ

こ
の
教
授
助

に
任
用
さ
れ

て
い
る
ほ
ど

フ
ラ

ソ
ス
語

の
上
達

ぶ
り
が

め
ざ

ま
し
か

っ
た
。
松
次
郎

は
と
く

に
フ
ル
ペ

ッ

キ
と
デ

ュ
リ

ー
に
師
事

し
、

一
層

フ
ラ

ソ
ス
語

の
研
鑽
を
積

ん
だ
。
松
次
郎

は

明
治

元
年

正
月

か
ら
同

四
年
十

二
月
ま

で
廣
運
館

で

『
理
學
告
示
」
、

『
神
代

小
史
』

な
ど
を

テ
キ
ス
ト
と

し
て
学

ん
だ
と

い
う
が
、
す

で
に
し

て

佛

語

訓

導
、
大
句
讀

で
も
あ

っ
た
こ
と
を
見
落

し
て
は
な
る
ま

い
。

と

こ
ろ
で
、
松
次
郎

は
中
江
兆
民
と

同
時
期

に
濟
美
館

で
フ
ラ

ソ
ス
語
を
学

ん
で
い
た
。
す

な
わ

ち
、
兆
民

は
松
次
郎
と
同
窓

の
間
柄

で
あ

っ
た
は
ず

で
あ

る
。
宮
崎

氏
も

こ
の
点

は
認

め
て
い
る
が
、

二
人
の
関
係

を
記

し
た
資
料

は
な

い
。
だ
が
、
時
期
的

に
両
者

の
つ
な
が
り

は
十
分

に
考
え
ら
れ

る
。
も
し

二
人

が
同
窓
で
あ

っ
た
と
す
る
と
、
松
次
郎
が
義
十
郎
か
ら

フ
ラ
ソ
ス
語

の
授
業

を

受
け
た
と

い
う
以
上
、
兆
民
も
同
様
に
義
十
郎
に
師
事
し
た
こ
と
に
な
る
。
松

次
郎

の
側

の
資
料
で

は
、
義

十
郎
は
濟

美
館

の
フ
ラ

ソ
ス
語
教
場

長

で

あ

っ

⑪

た
。
頭
取
も
し
く

は
学
頭

の
地
位
で
は
な
く
、
濟

美
館

の
フ
ラ

ソ
ス
語
部
門

の

責
任
者
が
義
十
郎
で
あ

っ
た
と
み
な
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
こ

の
観
点

か
ら
松

本
清
張
氏

の
引
用
文
を
検
討
す
る
と
き
、
秋

水
は
思

い
違

い
を
し
て

い
た
わ
け

で

は
な

か

っ
た
と

い
う
結
論
を
引
き
出
せ
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
廣
運
館

と
改
称
さ
れ
た
時
点
で
は
兆
民
は
そ
こ

に
は

い
な
か

っ
た

の
で
あ
り
、
廣
運
館

学
頭
と
し
て

の
義
十
郎
は
問
題

に
な
ら
ず

、
あ
く

ま
で
も
濟

美
館
時
代

の
義

十

郎
、
す
な
わ
ち

フ
ラ

ソ
ス
語
教
場
長
と
し
て

の
義

十
郎
を
兆
民
は
み
ず

か
ら

の

フ
ラ

ソ
ス
語

の
師
と
し
て
秋

水
に
語

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
平
井
義

十
郎

の
フ
ラ

ン
ス
語

の
力
が
ど

の
程

度

の
も

の
で

あ

っ
た
か
判

然
と
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
前
述

し
た
よ
う
に
、
義

十
郎

の
フ

ラ

ソ
ス
語
学
習

の
過
程

さ
え

わ
か
ら
な

い
。
ま
た
、
濟
美
館

の
カ
リ
キ

ュ
ラ

ム

も
必
ら
ず

し
も
よ
く

わ
か
ら
な

い
。
む
し
ろ
、
廣
運
館

の
方
が
少

々
時
期
も
新

し

い
た
め
か
、
そ

の
内
容

は
あ
る
程
度

ま
で
あ
き

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

濟
美
館

を
廣
運

館
と
改
称

し
た

の
は
明
治

元
年

二
月

の
こ
と
で
、
澤
宣
嘉
が

長
崎

裁
判
所
総
督

と
し
て
長
崎

に
着
任

し
、
四
月

八
日
、
学
事
機

構

を

本

學

局

、
漢
學
局

、
洋
學
局

の
三
部
局

に
分
げ

て
発
足
さ

せ
た
。
同
年
六
月
、

三
局

の
教
授
時

間
を
定

め
た
が
、
本
學
局

は
毎

日
辰
刻

(午
前
八
時
)

か
ら
未

の
半

刻

(午
後

三
時
)

ま
で
、
漢
學
局

は
巳

の
半
刻

(午
前
十

一
時
)

か
ら
未

の
半

刻

(午
後

三
時
)

ま
で
、
洋
學
局

は
辰

の
刻

(午
前
八
時
)

か
ら
未

の
刻

(
午

後

二
時
)
ま

で
で
、
毎
月
、

一
と
六

の
日
を
休

日
と

し
た
。
同
月
、
本
學
局

は

興
善

町
に
移
り
、
八
月

に
は
新
町

の
廣
運
館
と
本
學
局

は
西
役
所
内

に
移
転

し
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た
。

同
二
年
、
漢
學
局

は

本
學
局
と
合
併

し
て
中
島

聖
堂

の
明
倫

堂

に

移

っ

た
。
翌

三
年

五
月
、
廣
運

館

の
大
學
校

の
所
轄
と
な

り
、
十
月

に
は
フ
ラ
ソ
ス

領
事

レ
オ

ソ

・
デ

ュ
リ
ー

が

フ
ラ

ソ
ス
語

の
教
授

に

あ
た

っ
た
。

四
年
七
月

に

は
國
學
局
が
廃
止
さ
れ

た

が

、
こ
の
頃

の
廣
運
館

の

学
生
数

は
三
四
九
名

で
、

内

訳
は
、

國
學
百
人

、
漢

學

十
七
人
、
英
學

百
十

一

人
、
佛
學

四
十
八
人
、
魯

學

二
十

一
人
、
算
術
五
十

二
人
で
あ

っ
た
。
同
年

十

一
月

、
廣
運
館

は
文
部
省

の
管

轄
に
移
さ
れ
た
。
明
治
五
年

八
月
、
第

六
大

区
第

一
番
中
學

と

改

称

さ

れ
、
さ
ら
に
翌
年
十
月

一
日
、
廣
運
學
校

と
名
称

を
改

め
、
そ
れ
が

三
度
改

め

ら
れ
て
長
崎
外

國
語
學
校

と
な

っ
た

の
は
七
年

四
月
十
七
日

の
こ

と

で

あ

っ

た
。
こ
れ
が
長
崎
英
學
校

(
明
治

八
年

一
月
)
と
な
り
、
十

一
年

三
月

に
廃
止

さ
れ
、
長
崎
縣

長
崎

中
學

校
が
設

立
さ
れ
、
長
崎
縣

長
崎
外
國
語
學
校

と
改
称

⑫

さ
れ
、
長
崎
中
學

校
、
長
崎
商
業
學
校

へ
と
発
展

し
て

い

っ
た
。
そ

の
変
遷

は

す

こ
ぶ
る
目
ま
ぐ
る
し
く
、
時
代

の
激

動
が
如
実

に
反
映

さ
れ
て
い
よ
う
。

以
上

の
よ
う
に
長
崎

に
お
け
る
フ
ラ

ン
ス
語
学
習

の
問
題

を
み
て
く

る
と
、

兆
民
が
幕
末

の
長
崎

で
初

め
て

フ
ラ

ソ
ス
語
を
学
ん
だ
師
と
し
て

の
平
井
義

十

郎

の
存
在

は
す

こ
ぶ
る
大
き

な
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ

か
る
こ
と
だ

ろ
う
。

平
井
義

十
郎

は
明
治
新
政
府

に
あ

っ
て
は
民
部
省
土
木
權
正

か
ら

工
部
省
出

仕

と
な
り
、

二
等
書
記
官
と

し
て
特
命
全
權
大
使
副
島
種
臣

に
随
行

し
て
清

国

に
赴

い
た
り
、
太
政
官
權
大
書
記
、
賞
勲
局
主
事
、
太
政
官
大
書

記

官

を

経

て
、
辨

理
公

使
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
駐
剳

し
た
の
ち
、
明
治

二
十
九
年

二
月
十

二
日
に
歿

し
た
が

、
そ

の
語

学
力

と
海
外
事
情

の
知
識

で
広
く
世

に
用

い
ら
れ

た
人
物

で
あ

っ
た
。

『
萬
國
勲
賞
略
誌
』

『
日
本
勲
章
紀
章
誌
』

な
ど

の
著
作

を
残
し
て

い
る
が

、
明
治

元
年

に
澤
宣
嘉

長
崎
裁
判

所
総
督

の
命

で
訳
出

し
た

『萬

國
公
法
』
十
巻

は
彼

の
翻

訳
と
し
て
の
み
な
ら
ず

こ
の
種

の
訳
業

と
し
て

も
高
く

評
価

さ
れ
て

い
る
。

(
一
九
七
五

・
十

二

・
二
十
四
)

註

①

平
井
義
十
郎
の
事
歴
は

『長
崎
縣
人
物
傳
』

(長
崎
縣
教
育
會

大
正
八
年
五

月
)
、

『長
崎
史
蹟
人
物
誌
』

(
長
崎
市
役
所

大
正
九
年
四
月
)
等
を
参
考
に

し
た
。

②

濟
美
館
の
沿
革
は
、
古
賀
十
二
郎

『
長
崎
洋
学
史
』
上
巻

(
長
崎
文
献
社

昭

和
四
十

一
年
三
月
)
に
詳
し
い
。

③

『
長
崎
洋
学
史
』
上
巻
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
。

④

幸
徳
秋
水

『
兆
民
先
生
』

(博
文
館

明
治
三
十
五
年
五
月
)

⑤

『
長
崎
縣
人
物
傳
』
八
五
四
ペ
ー
ジ
。

⑥

『
長
崎
史
蹟
人
物
誌
』
六
五
ペ
ー
ジ
。

⑦

松
本
清
張

『
火
の
虚
舟
』

(文
藝
春
秋
社

昭
和
四
十
三
年
五
月
)
二
四
ペ
ー

ジ
。

⑧

名
村
泰
藏
の
経
歴
は

『
長
崎
縣
人
物
傳
』
、

『
長
崎
史
蹟
人
物
誌
』
を
参
照
。

⑨

『
長
崎
縣
人
物
傳
』
六
三
三
-
四
ペ
ー
ジ
。

⑩

宮
崎
懐
英

「
山
本
松
次
郎
事
歴
」

(未
発
表
原
稿
)

⑪

註
⑩

⑫

『
長
崎
洋
学
史
』
上
巻

「
二
十
八

英
語
伝
習
所
、
其
他
に
於
け
る
語
学
の
研

究
」
参
照
。
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